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☎22-9140お問い合わせ

３月１日（日）～５月31日（日）

「平戸藩の春めぐり」推進本部（平戸市役所観光課内）　

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、下記のイベントは中止または延期
となりました。また、下記以外のイベントについても今後の状況により、中止または
延期となる場合があります。

中止イベント一覧
■５月 29日（金）～31日（日）　第66回津吉茶市

■５月30日（土）　中津良川ホタルまつり　

延期イベント一覧
■５月30日（土）　三浦按針没後400周年記念式典第７回ANJINサミット

■５月31日（日）　第26回按針忌

May
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　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、平戸市
国民健康保険被保険者の人が感染または感染が疑
われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、
給与の全部または一部を受けることができなくなっ
た場合に傷病手当金を支給します。
○対象者
　①平戸市国民健康保険に加入している人
　②給与の支払いを受けている人で、新型コロナウ
　　イルスに感染、または発熱などの症状があり感
　　染が疑われる人で、その療養のために勤務で
　　きず、その期間が３日間を超える人
○支給対象期間
　令和２年１月１日から９月30日の間で、療養のた
　め勤務することができなかった期間。

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、外出自粛が呼びか
けられる中、市内飲食店ではテイクアウトやデリバリーをお勧めし
ています。この機会に、お店の味を自宅で楽しみませんか。
　平戸観光協会が作成した専用ホームページのほか、フェイスブッ
クで＃ヒラドテイクメシを検索すると利用できるお店を紹介してい
ます。右のQRコードから専用ホームページにアクセスできます。

　「普通の生活が帰って来る」ことを祈り、
青年部会員事業所の商品などを詰め合わ
せたお得な普来袋（福袋）を１口5,000円
で販売します。
　平戸の海産物、川内かまぼこ、お菓子、
商品券など合計6,000円以上の商品が
入っています。
○申込期限　5月25日（月）

○商品受取日　
　５月31日（日）午後１時～午後４時
○受取場所　平戸文化センター、ふれあ 
　いセンター、多目的研修センター

市内の飲食店をテイクアウトで応援！

ヒラドテイクメシ
ホームページ

新型コロナウイルス感染症に感染した人などへ傷病手当金を支給

平戸商工会議所青年部＃笑顔プロジェクト「普来袋」
ふくぶくろ

　※入院が継続する場合は最長１年６カ月まで。　
　※今後の新型コロナウィルスの感染の状況によっ
　　ては期間が延長になることがあります。
○申請方法　健康ほけん課国保年金班窓口で傷病
　手当金支給申請書を記入し提出。
　※申請前に事前に連絡をお願いします。
○支給額　直近の継続した3カ月間の給与収入の
　合計額を就労日数で除した金額×2/3×（勤務する
　ことができない期間の日数－3日間）
　（例）時給900円、1日の勤務時間が7時間の人
　　　が10日間休んだ場合
　　　直近の継続した３カ月間の給与収入の合計
　　　額を就労日数で除した金額6,300円×2/3×
　　　（10日間－3日間）＝29,400円

問 平戸商工会議所青年部事務局　☎22-3131

問 健康ほけん課国保年金班　☎22-9124

問 商工物産課商工新産業班　☎22-9141

　※着払いで郵送も可
○申込方法
　右のQRコードから申
　し込みできます。
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■中部出張所　☎22-9180　■南部出張所　☎22-9190　■舘浦出張所　☎22-9204　■度島連絡所　☎22-9176
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　市では、人口減少抑制対策として、転入者や市内在住の皆さんが取得・改修する住宅などに対して補助を行ってい
ます。ぜひ、ご活用ください。

対象者
市内在住者で、市内業者により住宅を新築する人
補助内容
住宅取得費の３％または30万円のいずれか低い額
※ただし、高校生以下の子どもが同居する世帯は、高校生以下
　の子ども１人につき10万円加算

対象者
　Ｕターン者またはその2親等以内の親族で、市内に空き家（一戸建て住宅）を所有してい
　る人　※Ｕターン者とは、平成24年4月1日以降に転入した人で、過去に市内に住んでいた人
補助内容
　Ｕターン者またはその2親等以内の親族が所有する市内の空き家（一戸建て住宅）で、Ｕ
　ターン者の居住を目的とした家屋の改修経費の2分の1（上限50万円）

対象者
　新規転入者で転入した日から５年以内に市内において住宅を取得する人
補助内容
　★市内業者で新築　住宅取得費の10％または面積要件算出価格のいずれか低い額（上限200万円）
　★市外業者で新築　住宅取得費の５％または面積要件算出価格のいずれか低い額（上限100万円）
　★中古住宅（宅地代含む）     中古住宅取得費の７％または50万円のいずれか低い額
　　※中古住宅は、平戸市の空き家バンク制度を介している物件に限ります。

対象者
　平成27年４月１日以降に転入して市内の中古住宅を取得・賃借する人または中古住宅を所有している人
補助内容
　居住を目的とした、家屋の改修経費および放置されていた家財道具の撤去に要する経
　費の２分の１（上限50万円）
　※平戸市の空き家バンク制度を介して取得した物件に限ります。
　※上記新規転入者住宅取得支援事業における中古住宅取得の補助と併用利用可

　各支援事業には申請期限や必要な書類などがありますので、事前に問い合わせください。また、補助金の
交付を受けて５年以内に住宅を売り渡したり、居住しなくなったり、本市から転出する場合は、補助金の全
部または一部を返還請求することがあります。

対象者
　平成27年４月１日以降に定住を目的として移住した人※市内外の事業所間で転勤する人を除く
補助内容
　市外から移住する際に生じる荷物運搬料および交通費（有料道路代、燃料費など）の３
　分の２（上限20万円）※条件により県の加算金あり

注意事項

田平地区の「グリー
ンヒルズ」を市から
購入し新築した場合は、

さらに20万円加算

問 地域協働課定住推進班　☎22-9105

市内在住者
住宅取得
支援事業

移住費用
支援事業

Uターン者
促進住宅改修
支援事業

中古住宅
改修費用
支援事業

新規転入者
住宅取得
支援事業

移住定住環境整備事業補助金のご案内

さらに
お得！

訓練科名 募集期間 訓練期間

Ｗｅｂパソコン基礎科
（eラーニング）

パソコン実務科

製パン・菓子製造実践科２

パソコンＷｅｂ活用科

５月１日（金）
　　　～６月３日（水）

７月１日（水）
　　　～８月４日（火）

８月３日（月）
　　　～９月２日（水）

10月１日（木）
　　 ～11月４日（水）

７月２日（木）
　　　～９月30日（水）

９月２日（水）
　　 ～11月30日（月）

10月２日（金）
　　 ～12月28日（月）

12月２日（水）
　　　～２月26日（金）

▲第62回水道週間ポスター

〇対象者別補助内容一覧


